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は
じ
め
に

昨
年
、
小
松
大
秀
氏
は
「
松
楓
蒔
絵
文
台
硯
箱
と
戸
嶌
光
孚
（
１
）

」
に
お
い
て
、
大
正
天

皇
皇
后
よ
り
山
階
宮
芳
麿
王
に
下
賜
さ
れ
た
松
楓
蒔
絵
文
台
硯
箱
の
制
作
者
戸
嶌
光
孚
（
２
）

は
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
さ
ら
れ
て
い
る
が
、
近
代
を
代
表
す
る
漆
芸
作
家
の
一

人
、
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
た
。

今
回
、
こ
の
松
楓
蒔
絵
文
台
硯
箱
を
下
賜
し
た
側
で
あ
る
、
大
正
期
の
皇
室
関
係
史

料
を
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
史
料
（
３
）

よ
り
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
い
ま
ま
で
明
ら
か
で
な

か
っ
た
皇
室
よ
り
の
下
賜
品
に
つ
い
て
、
そ
の
発
注
や
制
作
の
経
緯
に
つ
い
て
の
関
連

史
料
が
発
見
さ
れ
た
。

こ
の
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
史
料
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
皇
室
の
下
賜
品
の
発
注
・

制
作
の
経
緯
の
み
な
ら
ず
、
工
芸
品
工
房
の
主
宰
者
と
作
家
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
言

及
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

以
下
、
史
料
に
基
づ
き
、
ま
ず
松
楓
蒔
絵
文
台
硯
箱
の
下
賜
の
経
緯
を
追
っ
て
い
く
。

一
、
山
階
宮
芳
麿
王
へ
の
松
楓
蒔
絵
文
台
硯
箱
下
賜
の
決
定

大
正
九
年
七
月
九
日
、
山
階
宮
菊
麿
王
の
第
二
王
子
芳
麿
王
は
成
年
に
達
し
、
成
年

式
を
お
こ
な
い
、
勲
一
等
旭
日
桐
花
大
綬
章
を
受
章
し
た
。
そ
し
て
皇
籍
を
離
れ
、
臣

籍
に
降
下
し
、
新
た
に
山
階
家
を
創
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
七
月
二
四
日
、
山
階
の

家
名
と
と
も
に
家
門
保
続
資
金
を
拝
領
す
る
。

そ
の
案
件
が
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
史
料
『
皇
親
録
二　

大
正
九
年　

総
務
課
（
４
）
』
に
記

載
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
一
】　

第
五
三
号

※
欄
外 

永
久
保
存

立
案
大
正
九
年
七
月
二
〇
日

大
臣 

㊞　

侍
従
長 

㊞　

次
官 

㊞　

宗
秩
寮
総
裁 

㊞　

内
蔵
頭 

㊞

一　

金
参
拾
五
萬
圓

右
今
般
芳
麿
王
情
願
ニ
依
リ

家
名
ヲ
賜
ヒ
華
族
ニ
列
セ
ラ
ル

ヘ
キ
ニ
付
邸
宅
其
ノ
他
ノ
費
用
ト

シ
テ
賜
ハ
ル
ヘ
キ
哉

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
五
四
号

※
欄
外 

永
久
保
存

立
案
大
正
九
年
七
月
二
〇
日

　

大
臣 
㊞　

侍
従
長 

㊞　

次
官 

㊞　

宗
秩
寮
総
裁 

（
サ
イ
ン
）　

内
蔵
頭 

㊞

一　

金
百
萬
圓

右
今
般
芳
麿
王
情
願
ニ
依
リ

家
名
ヲ
賜
ヒ
華
族
ニ
列
セ
ラ
ル

大
正
期
皇
室
下
賜
工
芸
品
の
発
注
と
制
作
に
関
す
る
一
考
察　

長
佐
古　

美
奈
子　
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ヘ
キ
ニ
付
家
門
保
続
資
金
ト
シ
テ

以　

思
召
特
賜
可
相
成
哉
左
ニ

御
沙
汰
案
ヲ
具
シ
此
段
相
伺
候
也

（
朱
字
）
印
刷
局
製
十
行
罫
紙

（
皇
室
令
用
紙
）
認
メ
大
臣
官
印　

御
沙
汰
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

侯
爵
山
階
芳
麿

今
般
授
爵
ニ
付
金
百
萬
圓
下

賜
候
条
家
門
保
続
ノ
目
的
可

相
立
候

右
奉

叡
旨
相
達
候
事

　
　

大
正
九
年
七
月　

日

　
　
　
　
　
　
　

宮
内
大
臣

そ
し
て
、
参
考
ノ
案
と
し
て
次
ペ
ー
ジ
に
明
治
四
三
年
七
月
二
〇
日
に
北
白
川
宮
能

久
親
王
第
四
男
子
輝
久
王
が
臣
籍
降
下
し
、
侯
爵
小
松
家
を
創
立
し
た
際
の
下
賜
金
に

つ
い
て
の
記
載
が
続
く
。

※
欄
外　
（
朱
字
）
参
考
ノ
案　

印
刷
局
製
十
行
罫
紙
（
皇
室
令
ニ
用
ウ
ル
紙
）
認
メ
大
臣
印

一
金
拾
二
萬
圓　

侯
爵
小
松
輝
久

右
今
般
授
爵
ニ
付
キ
ニ
付
家
門
保
続
資
金

ト
シ
テ
以　

思
召
特
賜
可
相
成
哉

御
沙
汰
案
相
具
此
段
相
伺
候
也

　
　

御
沙
汰
案

　
　
　
　
　
　

侯
爵
小
松
輝
久

今
般
授
爵
ニ
付
特
旨
ヲ
以
テ
帝
室

御
資
産
ノ
内
金
拾
弐
萬
圓
下
賜

候
条
家
門
保
続
ノ
目
的
可
相

立
候

右
奉

叡
旨
相
達
候
事

　

明
治
四
十
三
年
七
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
大
臣

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
小
松
輝
久
に
は
金
一
二
万
円
が
下
賜
さ
れ
て
お
り
、
山
階
芳
麿
の

一
〇
〇
萬
円
（
邸
宅
費
用
三
五
万
円
と
合
わ
せ
る
と
一
三
五
万
円
）
と
は
大
き
な
違
い

が
あ
る
。
こ
の
二
件
の
間
に
は
十
年
ほ
ど
の
開
き
が
あ
る
が
、
差
は
経
年
理
由
だ
け
と

は
考
え
に
く
い
。

芳
麿
王
は
山
階
宮
菊
麿
王
の
第
二
王
子
で
、
母
は
九
条
範
子
で
あ
っ
た
。
範
子
妃
は

菊
麿
王
と
結
婚
後
第
一
王
子
武
彦
王
、
第
二
王
子
芳
麿
王
を
出
産
、
明
治
三
四
年
に
安

子
女
王
を
出
産
の
後
、
二
四
歳
の
若
さ
で
薨
去
す
る
。
残
さ
れ
た
幼
い
王
子
王
女
の
面

倒
を
み
た
の
は
（
も
ち
ろ
ん
直
接
に
で
は
な
い
が
）、
範
子
妃
の
妹
で
あ
っ
た
大
正
天

皇
皇
后
貞
子
（
貞
明
皇
后
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
菊
麿
王
は
島
津
常
子
と
再
婚
す
る

が
、
貞
明
皇
后
は
そ
の
後
も
甥
姪
の
養
育
に
心
を
砕
い
て
い
た
。
そ
の
ゆ
か
り
の
深
さ

が
こ
の
金
額
の
差
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、

官
房
調
査
秘
第
六
九
号

大
正
九
年
七
月
二
十
一
日

　
　
　

大
臣
官
房
調
査
課
長
事
務
取
扱
南
部
光
臣
朱
印

　

大
臣
官
房
総
務
課
長
殿

　
　
　
　
　

依
命
通
牒

勲
一
等
芳
麿
王
殿
下
ニ
家
名
ヲ
賜
ヒ
華
族
ニ
列

セ
ラ
ル
ル
ノ
件
皇
族
会
議
及
枢
密
顧
問
ノ
諮
詢
ヲ

経
テ
本
月
二
十
日
御
裁
可
被
遊
候

を
経
て
、
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第
五
六
号

立
案
大
正
九
年
七
月
二
十
一
日

大
臣 

㊞　

侍
従
長 

㊞　

次
官 

㊞　

宗
秩
寮
総
裁 　
　

調
度
頭 

㊞

一
御
紋
附
文
台
硯
箱
壱
組　

芳
麿
王

右思
召
ヲ
以
テ
可
賜
哉

と
、
御
紋
附
文
台
硯
箱
が
芳
麿
王
に
下
賜
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
『
贈
賜
品
録
一　

大
正
九
年　

調
度
寮
（
５
）

』
に
よ
り
、
こ
の
文
台
硯
箱
は
大
正
九

年
七
月
二
三
日
に
予
備
品
中
よ
り
下
賜
が
決
定
さ
れ
、
さ
ら
に
文
台
と
硯
箱
、
そ
れ
ぞ

れ
の
外
箱
と
帛
紗
が
同
日
に
発
注
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

【
史
料
二
】　

※
物
品
供
給
用
罫
紙

受
付
年
月
日
大
正
九
年
七
月
二
十
四
日　
　

供
給
番
号
廷
二
二
二
九
号
請
求
部
局
番
号
第
一
二
五
号
請
求
年
月
日
大
正
九
年
七
月
二
十
三
日

所
属
年
度
経
費
区
分
九
年
度
経
常
部　

科
目
款
宮
廷
費
項
御
費
目
贈
賜
物
品
費
細
分
賜
与
物
品
費
中
節
賜
与
物
品

左
記
物
件
請
求
ス

調
度
頭 

㊞　

事
務
官　

購
買
課
長 

局 

㊞　

会
計
課
長 

局 

㊞

請
求
品
目　

御
紋
付
文
台
硯
箱　

壱
組　

一
五
〇
〇
円　

予
備
品

　

但　

芳
麿
王
へ
賜
与
ノ
分

　
　
　
　
　

覆　

三
十
四
円
五
〇
銭　

高
島
屋
呉
服
店

　
　
　
　
　

箱　

六
十
九
円
三
〇
銭　

藤
木
祐
二
郎

　
　
　
　

計　

一
五
〇
〇

　
　
　
　
　
　

一
〇
三
円
八
〇
銭

右　

請
求
ニ
依
リ　

供
給
可
然
哉

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
一
二
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

調
度
頭　

　

左
記
賜
與
ニ
付
調
製
ス
ヘ
シ　

　
　

大
正
九
年
七
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
大
臣
朱
印

　
　
　
　
　
　
　
　

記

　
　

一　

御
紋
附
文
台
硯
箱
壱
組　
　

芳
麿
王

　
　
　
　
　

思
召
ヲ
以
テ
賜
フ

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　

見
積
書

一
、
御
文
台
入
箱　
　
　

壱
個

　
　
　

但
シ
桐
柾
製
台
指
シ
内
側
繰
リ
付
キ
銀
鍍
金
鵜
目

　
　
　

金
物
及
萌
黄
真
田
紐
付
キ
長
サ
弐
尺
弐
寸
五
分
巾
壱

　
　
　

尺
四
寸
高
サ
六
寸
五
分

　
　

代
金
四
拾
九
円
八
拾
銭
也

一
、
御
硯
箱
入
箱　
　
　

壱
個

　
　
　

但
シ
桐
柾
製
台
指
シ
内
側
繰
リ
付
キ
銀
鍍
金
鵜
目

　
　
　

金
物
及
萌
黄
真
田
紐
付
キ
長
サ
壱
尺
弐
分
巾

　
　
　

九
寸
二
分
高
サ
三
寸
五
分

　
　

代
金
拾
九
円
五
拾
銭
也

　

右
之
通
リ
ニ
御
座
候
也

　
　

大
正
九
年
七
月
二
三
日　
　
　
　

東
京
市
麹
町
区
平
河
町
三
丁
目
十
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
木
菊
三
郎
代
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
木
祐
二
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
九
段
八
七
〇
番

　
　

調
度
寮
御
中　
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

　

品
目　
　

買
数　
　

価
格　
　

小
計

　

帛
紗　
　

壱
枚　
　
　
　
　

金
拾
九
円

　
　

但
白
羽
二
重
無
双
二
布
半
薄
真
綿
入
外
ニ
同
質
木
綿
に
入
れ
蒲

　
　

団
並
び
に
袷
銀
小
道
具
覆
付

　

文
台
覆　

壱
枚　
　
　
　
　

金
拾
五
円
五
拾
銭

　
　

但
白
羽
二
重
無
双
仕
立　

長
面
二
尺
七
分　
　

高
四
寸
六
分　

上
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巾
一
尺
二
寸
一
分

　

合
金
参
拾
四
円
五
拾
銭

右
之
通
リ
ニ
御
座
候
也

　

大
正
九
年
七
月
二
四
日
朱
印　
　
　

東
京
市
京
橋
区
南
伝
馬
町
一
丁
目
八
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
高
島
屋
呉
服
店
東
京
支
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
配
人　

飯
田
新
太
郎 

㊞ 

調
度
寮
御
中　
　

こ
こ
に
記
さ
れ
た
外
箱
の
形
状
、
大
き
さ
、
帛
紗
な
ど
は
現
在
松
楓
蒔
絵
文
台
硯
箱

が
収
め
ら
れ
て
い
る
保
存
箱
と
一
致
す
る
。
特
に
、
桐
製
箱
下
部
の
座
金
（
紐
を
通
す

孔
の
部
分
）
に
「
銀
鍍
金
鵜
目
金
物
」
を
施
す

（
６
）

な
ど
、
丁
寧
な
仕
上
げ
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
、
確
認
出
来
る
。

そ
し
て
、
こ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
御
紋
附
文
台
硯
箱
は
一
五
〇
〇
円
で
予
備
品
よ
り

選
ば
れ
、
下
賜
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
に
『
予
備
品
録
』
よ
り
、
こ
の
御

紋
附
文
台
硯
箱
の
制
作
発
注
に
つ
い
て
見
て
み
る
。

二
、
宮
内
省
よ
り
の
松
楓
蒔
絵
文
台
硯
箱
の
制
作
発
注

こ
の
時
期
、
宮
内
省
か
ら
下
賜
さ
れ
る
品
に
つ
い
て
、
制
作
を
発
注
し
管
理
す
る
の

は
調
度
寮
で
あ
っ
た
。
調
度
寮
は
明
治
四
一
年
か
ら
大
正
一
〇
年
の
間
に
存
在
し
て
い

た
宮
内
省
内
部
局
で
あ
る
。

宮
内
省
官
制
（
宮
内
省
官
制
（
明
治
四
〇
年
皇
室
令
第
三
号
）
に
は

第
四
十
八
条　

調
度
寮
ニ
於
テ
ハ
物
品
ノ
購
入
整
備
及
雑
役
ニ
関
ス
ル
事
務
ヲ
掌
ル

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
調
度
寮
は
大
正
一
〇
年
以
降
は
内
蔵
寮
用
度
課
と
な
る
（
７
）

。 

こ
の
調
度
寮
で
発
注
し
、
納
品
さ
れ
た
後
、
保
管
し
、
そ
の
後
各
所
の
要
請
に
基
づ

き
、
下
賜
・
譲
渡
し
た
品
物
が
予
備
品
で
あ
る
。

調
度
寮
作
成
文
書
『
予
備
品
録
（
８
）
』
に
は
、
宮
内
省
が
発
注
し
保
管
し
た
予
備
品
と
そ

の
下
賜
に
関
す
る
記
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
発
注
（
購
入
）
に
は
漆
芸
、
銀

器
、
陶
磁
器
な
ど
工
芸
品
の
他
、
い
わ
ゆ
る
「
恩
賜
の
煙
草
」
や
指
揮
刀
、
拳
銃
な
ど

が
あ
り
、
支
出
（
譲
渡
、
下
賜
）
先
に
は
、
外
国
大
使
や
、
東
宮
職
、
陸
軍
戸
山
学
校
、

競
馬
倶
楽
部
や
皇
族
・
華
族
名
な
ど
が
あ
が
る
。

前
稿
に
お
い
て
小
松
氏
が
引
用
し
た
、
戸
嶌
光
孚
自
身
の
執
筆
の
『
漆
工
沿
革
概

要
及
蒔
絵
堂
建
立
趣
意
（
９
）
』
に
は
、「
略
歴
」
項
に
「
宮
内
省
御
用
制
作
ノ
重
ナ
ル
モ
ノ
」

の
記
載
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
「
老
松
楓
文
文
台
硯
（
此
時
ヨ
リ
始
メ
テ
入
銘
ス
ル
事

ヲ
許
サ
ル
）」
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
が
山
階
芳
麿
拝
領
の
松
楓
蒔
絵
文
台
硯
箱
と

同
一
の
物
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
発
注
案
件
を
調
度
寮
作
成
文
書
『
予
備
品

録
』
よ
り
精
査
し
て
み
た
。

図１　松楓蒔絵硯箱　外箱
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そ
の
結
果
、『
大
正
六
年　

予
備
品
録
一　

調
度
寮）

10
（

』
第
五
号
案
件
に
以
下
の
史
料

を
発
見
し
た
。（
傍
線
筆
者
）

【
史
料
三
】

第
五
号

※
欄
外 
永
久
保
存

立
案
大
正
六
年
一
月
二
九
日　

裁
決
大
正
六
年
二
月
二
日

予
備
品
管
理
部
局
長
官
調
度
頭 

㊞　
　

宮
内
事
務
官 

㊞

　
　
　
　
　
　
　

内
蔵
頭 
㊞　
　

宮
内
事
務
官 

㊞

　
　
　
　
　

予
備
用
品
購
入
回
議
書

一
御
紋
付
金
地
多
摩
川
ノ
図
蒔
絵
文
台
硯
箱　

壱
組

　
　

代
金
千
五
百
参
拾
五
円
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

製
作
請
負
人　
　

荒
木
真
弓

一
御
紋
付
焼
石
目
金
地
芍
薬
ニ
連
翹
蒔
絵
料
紙
文
庫
硯
箱　

壱
組

　
　
　

代
金
千
九
百
四
拾
円
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

製
作
請
負
人　
　

林
九
兵
衛

一
御
紋
付
石
目
金
地
菊
蒔
絵
料
紙
文
庫
硯
箱　

壱
組

　
　

代
金
千
三
百
円
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

製
作
請
負
人　
　

雨
森
菊
太
郎

一
御
紋
付
金
地
四
季
草
花
図
蒔
絵
料
紙
文
庫
硯
箱　

壱
組

　
　

代
金
弐
千
円
也

一
御
紋
付
金
地
老
松
ニ
紅
葉
図
蒔
絵
文
台
硯
箱　

壱
組

　
　

代
金
千
五
百
円
也

　
　
　
　
　
　
　

右
二
点
製
作
請
負
人　
　

三
上
治
三
郎

　

右
購
入
ヲ
要
シ
候
ニ
付
別
紙
見
積
書
ノ
通
リ
製
作
相
命

　

シ
可
然
哉　
　
　
　
　

購
入
仕
訳
書
発
送
六
年
二
月
二
日 

㊞　
　

  

購
入
通
牒
書
発
送　

年　

月
日　

納
品　
　
　

済　
　

年　

月　

日　
　
　
　

代
金
請
求
書
送
付　

年　

月
日

荒
木
ノ
分
六
年
七
月
十
二
日　

納
済　
　

荒
木
ノ
分
六
年
七
月
二
十
日 

㊞

三
上
ノ
分
同
年
八
月
十
八
日　

納
済
㊞　

三
上
ノ
分
同
年
八
月
二
三
日 

㊞

林
ノ
分　

同
年
九
月
四
日　
　

納
済　
　

林
ノ
分　

同
年
九
月
六
日 

㊞

雨
森
ノ
分
同
年
九
月
十
七
日　

納
済　
　

雨
森
ノ
分
同
年
九
月
一
九
日 

㊞

三
上
ノ
分
同
年
十
二
月
二
十
日　

納
済　

三
上
ノ
分
同
年
十
二
月
二
四
日 

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

購
入
通
牒
書
発
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
木
ノ
分
六
年
七
月
十
三
日 

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
上
ノ
分
同
年
八
月
二
三
日 

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
ノ
分　

同
年
九
月
五
日 

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
森
ノ
分
同
年
九
月
一
八
日 

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
上
ノ
分
同
年
十
二
月
二
一
日 

㊞

調
度
寮
伺
第
五
号

※
欄
外　

大
正
六
年
一
月
二
十
二
日　

宮
内
大
臣
認
可

立
案
大
正
六
年
一
月
十
八
日　

決
裁
大
正
〃
年
〃
月
二
十
二
日

大
臣　

内
蔵
頭　

次
官　

調
査
課
長

　
　
　
　
　

伺

大
正
六
年
度　

予
備
用
品

一
御
紋
付
料
紙
文
庫
硯
箱　
　
　

参
組　

四
季
草
花
ノ
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
ノ
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

芍
薬
ニ
連
翹
ノ
図

一
御
紋
付
文
台
硯
箱　
　
　
　
　

弐
組　

多
摩
川
ノ
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

老
松
ニ
紅
葉
ノ
図

右
購
入
ヲ
要
シ
候
処
見
積
金
額
千
円
以
上
ニ
付
皇
室
会
計
令
施
行
規
則
第
九
十
六
条
ニ

依
リ
御
認
可
相
成
度

（
終
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 （
こ
の
部
分
に
御
紋
付
金
地
多
摩
川
ノ
図
蒔
絵
文
台
硯
箱
よ
り
御
紋
付
金
地
四
季
草
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花
図
蒔
絵
料
紙
文
庫
硯
箱
ま
で
の
仕
様
書
が
挿
入
さ
れ
る
が
略
す
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
積
書

　
　
　

一
、
金
壱
千
五
百
円
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
紋
附
金
地
老
松
ニ
紅
葉
図
蒔
絵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
文
台
硯
箱
小
道
具
付　
　
　
　
　

壱
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
紙
仕
様
書
ノ
通
り

　
　

右
之
代
価
ヲ
以
テ
充
分
入
念
ニ
製
作
上
納
可
致
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
市
高
辻
通
柳
馬
場
西
入

　
　
　
　
　
　

大
正
六
年
一
月　

日　
　

三
上
治
三
郎 

㊞

　
　
　

調
度
寮　

御
中

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　

御
文
台
硯
箱
仕
様
書

一
御
紋
附
金
地
老
松
ニ
紅
葉
図
蒔
絵
文
台
硯
箱　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
組

一
硯
箱
甲
面　

御
紋
章　

割
上
ケ
焼
金
丸
鈖
高
蒔
絵
（
荒
極
丸
鈖
）

　
一
文
台
及
硯
箱
ノ
甲
面
及
側
面
ノ
老
松
ニ
紅
葉　

総
テ
焼
金

　

花
粉
ヲ
以
テ
研
出
シ
金
地
ト
シ
樹
木
ハ
高
蒔
画
肉
上
ケ
切
金
入
リ

　

葉
ハ
高
蒔
画
附
ケ
書
キ
又
ハ
研
出
シ
ト
シ
遠
近
ノ
情
ヲ
取
ル

一
文
台
ノ
表
面
及
硯
箱
ノ
内
部　

文
台
ノ
表
面
及
足
裏

　

硯
箱
ノ
内
部
及
底
裏
ハ
純
金
小
三
及
小
三
ノ
小　

梨
子
地
詰
蒔

　

ト
シ
蓋
裏
及
身
内
ノ
春
草
ハ
焼
金
青
金
高
蒔
画
切
金

　

入
又
ハ
研
出
シ
岸
ハ
薄
肉
上
ケ
高
蒔
画
水
ハ
青
金
研
出
シ
ト
ス

一
金
具
水
滴
及
小
道
具　

金
具
ハ
純
銀
ニ
テ
桜
楓
ノ
地
彫
リ
ト
シ

　

水
滴
ハ
純
銀
ニ
テ
桜
地
彫
リ
ニ
金
ヲ
ア
シ
ラ
イ
小
道
具
ハ
純
金
小
三
及

　

小
三
ノ
小
梨
子
地
詰
蒔
キ
ニ
楓
散
ラ
シ
蒔
画
ト
シ
金
具
ハ
純
銀
地
彫
ト
ス

一
生
地　

文
台
ノ
形
式
ハ
角
立
硯
箱
ハ
角
丸
形
ト
シ
素
地
ハ
檜
ノ

　

能
ク
乾
燥
セ
ル
良
材
ヲ
以
テ
作
り
布
着
堅
地
ニ
堅
牢
ニ
塗
リ
文
台

　

ノ
足
ニ
純
銀
覆
輪
ヲ
ナ
シ
硯
箱
合
口
ニ
ハ
銀
縁
ヲ
嵌
入
ス

一
箱
及
包
物　

樅
外
箱
及
糊
無
鬱
金
金
巾
薄
綿
入
帛
紗
付

一
製
作
人
氏
名　

戸
島
光
孚

右
之
通
仕
様
ヲ
以
テ
充
分
入
念
ニ
製
作
上
納
可
致
候
也

　

京
都
市
高
辻
通
柳
馬
場
西
入

大
正
六
年
一
月　

日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
上
治
三
郎 

㊞

調
度
寮　

御
中

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

調
度
頭
男
爵
小
原
駩
吉
（
以
下
甲
ト
称
ス
）
ハ
請
負
人
三
上
治
三
郎
（
以
下
乙
ト
称
ス
）

ニ
対
シ
左
記
物
品
調
製
ニ
関
シ
請
負
契
約
ヲ
締
結
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

一
御
紋
付
金
地
老
松
ニ
紅
葉
図
蒔
絵
文
台
硯
箱　
　

壱
組

　

別
紙
仕
様
書
ノ
通
リ

　

右
代
金
壱
千
五
百
円
也

第
一
条　

 

乙
ハ
本
契
約
締
結
ノ
日
ヨ
リ
満
百
五
拾
日
間
内
ニ
本
件
物
品
ヲ
仕
様

　
　
　
　

書
ノ
通
リ
ニ
調
製
シ
テ
調
度
寮
ニ
納
入
シ
甲
ノ
検
査
ヲ
受
ク
ヘ
シ

　
　
　

検
査
結
了
以
前
ニ
係
ル
納
入
品
ノ
亡
失
毀
損
ハ
総
テ
乙
ノ
負
担
ト
ス

第
二
条　

 

乙
ハ
本
契
約
ノ
履
行
ヲ
担
保
ス
ル
為
メ
本
契
約
締
結
ノ
日
ニ
於
テ
甲
ニ
於
テ

認
可
セ
ル
一
名
ノ
保
証
人
ヲ
立
ツ
ヘ
シ

第
三
条　

 

甲
ハ
第
一
条
ニ
依
リ
検
査
ノ
上
合
格
セ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
発
見
セ
ル
ト
キ
ハ
乙
ニ
対
シ

テ
直
ニ
引
換
ヲ
命
ス
ヘ
シ

（
以
下
契
約
書
が
続
く
）

し
か
し
、
納
入
期
日
が
迫
っ
て
も
、
製
品
が
完
成
し
な
か
っ
た
と
み
え
、
次
頁
に
は

以
下
の
延
期
願
い
が
綴
ら
れ
て
い
る
。



大正期皇室下賜工芸品の発注と制作に関する一考察

43

　
　
　
　
　
　
　
　

延
期
願

一
金
地
御
紋
付
金
地
老
松
紅
葉
蒔
絵
文
台
硯
箱　
　

壱
組

右
ハ
上
納
期
日
七
月
二
三
日
ニ
有
之
候
処
天
候
ノ
都
合
ニ
テ

仕
事
意
外
ニ
手
間
取
リ
候
ニ
付
完
全
ニ
仕
上
ケ
上
納
致
度

候
ニ
付
甚
勝
手
ケ
間
敷
申
兼
候
ヘ
共
何
卒
日
数
向
フ

三
十
日
間
御
猶
予
被
下
候
様
此
段
御
願
申
上
候
也

　

大
正
六
年
七
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
市
高
辻
通
柳
馬
場
西
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
上
治
三
郎　

調
度
寮　

御
中

こ
の
一
連
の
史
料
・
仕
様
書
の
記
載

は
、
山
階
宮
芳
麿
王
に
下
賜
さ
れ
た
松

楓
蒔
絵
文
台
硯
箱
（
図
２
）
と
一
致
す
る
。

つ
ま
り
、
松
楓
蒔
絵
文
台
硯
箱
は
大
正
六

年
一
月
に
三
上
治
三
郎
に
制
作
発
注
さ

れ
た
「
御
紋
付
金
地
老
松
ニ
紅
葉
図
蒔

絵
文
台
硯
箱
／
一
五
〇
〇
円
」
で
あ
り
、

蒔
絵
制
作
者
は
戸
嶌
光
孚
で
あ
っ
た
こ

と
、
ま
た
制
作
が
間
に
合
わ
ず
、
納
期

の
延
期
が
願
い
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

確
認
で
き
た
の
で
あ
る
。

三
、
宮
内
省
発
注
の
戸
嶌
光
孚
制
作
漆
工
芸
品

前
述
の
戸
嶌
光
孚
執
筆
『
漆
工
沿
革
概
要
及
蒔
絵
堂
建
立
趣
意
』
中
の
「
宮
内
省
御

用
製
作
ノ
重
ナ
ル
モ
ノ
」
に
は
、「
松
老
手
箱
、
山
路
菊
手
箱
、
藤
手
箱
、
葛
手
箱
、

老
楓
文
台
硯
、
老
松
楓
手
箱
（
二
個
）、
竜
胆
手
箱
、
童
舞
手
箱
、
桜
楓
手
箱
、
楓
ニ

流
水
手
箱
、
椿
手
箱
、
躑
躅
手
箱
、
老
松
楓
文
文
台
硯
（
此
時
ヨ
リ
始
メ
テ
入
銘
ス
ル

事
ヲ
許
サ
ル
）、
水
仙
手
箱
、
桜
手
箱
（
二
個
）、
菊
紋
章
散
手
箱
、
四
季
花
料
紙
硯
、

岩
浪
文
台
硯
、
四
季
草
花
手
箱
、
保
津
川
手
箱
、
保
津
川
文
台
硯
（
制
作
中
）
等
外
略
」

と
の
記
載
が
あ
る
。

そ
こ
で
大
正
年
間
の
調
度
寮
作
成
『
予
備
品
録）
11
（

』
を
精
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
松
楓

蒔
絵
文
台
硯
箱
だ
け
で
な
く
戸
嶌
光
孚
に
制
作
が
依
頼
さ
れ
た
案
件
と
、
こ
の
「
宮
内

省
御
用
製
作
ノ
重
ナ
ル
モ
ノ
」
が
一
致
す
る
作
品
が
あ
り
、
発
注
の
詳
細
、
及
び
そ
の

下
賜
先
（
一
部
）
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。（【
表
１
】『
予
備
品
録
』
中

戸
嶌
光
孚
制
作
と
推
定
さ
れ
る
作
品
一
覧
）

さ
ら
に
、『
予
備
品
録
』
中
、
戸
嶌
光
孚
以
外
で
蒔
絵
制
作
者
と
し
て
名
が
記
さ
れ

て
い
る
者
は
「
御
紋
付
金
地
藤
花
蒔
絵
手
箱　

受
注
者
稲
垣
和
三
郎　

蒔
絵
師
迎
田
秋

悦　

五
〇
〇
円）
12
（

」
や
「
御
紋
章
付
金
地
多
摩
川
之
図
蒔
絵
文
台
硯
箱　

受
注
者
漆
工
合

資
会
社　

製
作
者
船
橋
舟
珉 

一
八
〇
〇
円）
13
（

」
な
ど
に
限
ら
れ
、
制
作
者
名
が
入
る
案

件
は
少
な
く
、
依
頼
さ
れ
る
制
作
者
は
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
こ
に
名
が

あ
が
っ
た
迎
田
秋
悦
、
船
橋
舟
珉）
14
（

は
い
ず
れ
も
近
代
漆
芸
界
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
る
。

次
に
【
表
１
】
に
あ
ら
わ
れ
る
受
注
先
を
確
認
し
て
み
る
。
受
注
先
は
、
当
然
な
が

ら
い
ず
れ
も
京
都
の
工
房
で
あ
る）
15
（

。 

三
上
治
三
郎
は
高
辻
通
柳
馬
場
西
で
揚
光
堂
を
営
み
、
多
く
の
競
技
会
共
進
会
、
万

国
博
覧
会
や
内
国
勧
業
博
覧
会
で
受
賞
、
ま
た
多
く
の
競
技
会
で
審
査
員
を
し
て
い
る

人
物
で
あ
る）
16
（

。
な
お
揚
光
堂
は
現
存
し
て
い
な
い
。
西
村
彦
兵
衛
は
現
在
も
続
く
老
舗

漆
器
商「
象
彦
」の
八
代
西
村
彦
兵
衛
で
あ
る）
17
（

。『
京
都
漆
器
同
業
組
合
員
名
簿）
18
（

』の「
商

人
之
部
」
で
は
、
三
上
治
三
郎
が
筆
頭
に
記
さ
れ
、
次
に
西
村
彦
兵
衛
が
続
く
。

京
都
奨
美
会
雨
森
菊
太
郎
は
政
治
家
、
実
業
家
で
、
京
都
府
会
議
員
、
京
都
市
会
議

員
を
経
て
、
明
治
三
一
年
衆
議
院
議
員
。
日
出
新
聞
社
長
や
京
都
府
農
工
銀
行
頭
取
を

つ
と
め
た
人
物
で
あ
る
が）
19
（

、『
京
都
漆
器
同
業
組
合
員
名
簿
』
中
に
は
そ
の
名
前
は
な
い
。

戸
嶌
光
孚
と
共
に
蒔
絵
制
作
者
と
し
て
記
名
が
あ
る
迎
田
秋
悦
は
、
前
掲
の
『
京
都

漆
器
同
業
組
合
員
名
簿
』
の
「
蒔
絵
師
之
部
」
の
中
で
、戸
嶌
光
孚
が
筆
頭
に
記
さ
れ
、

次
に
迎
田
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。

図２　松楓蒔絵文台硯箱
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【
史
料
三
】
で
、
大
正
六
年
一
月
二
九
日
に
「
御
紋
付
金
地
老
松
ニ
紅
葉
図
蒔
絵
文

台
硯
箱
」
と
同
時
に
三
上
治
三
郎
に
発
注
さ
れ
て
い
た
「
御
紋
付
金
地
四
季
草
花
蒔
絵

料
紙
文
庫
硯
箱
」
は
そ
の
後
の
史
料
に
よ
る
と
、
制
作
途
中
で
制
作
者
が
迎
田
秋
悦
よ

り
戸
嶌
光
孚
へ
変
更
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
変
更
に
つ
い
て
、
一
部
史
料
翻
刻
し
、
戸
嶌
光
孚
の
地
位
、
評
価
な
ど
を
確
認

し
て
み
た
い
。

　【史
料
四
】（
傍
線
筆
者
）

第
五
号　

　
　

製
作
人
変
更
御
願

一
御
紋
付
金
地
四
季
草
花
蒔
絵
料
紙
文
庫
硯
箱　

壱
組

　
　

御
上

右
製
作
人
曩
ニ
迎
田
秋
悦
ト
上
申
致
置

候
処
同
人
義
本
品
謹
製
承
諾
致
候
後
契

約
書
拝
受
手
続
完
了
致
シ
生
地
銀
縁

等
出
来
上
り
蒔
絵
ニ
着
手
ス
ル
手
頃
ニ
相
成
候

迄
ノ
間
ニ
於
テ
奨
美
会
ノ
依
頼
ニ
係
ル
料
紙
硯

箱
及
文
台
硯
箱
等
ノ
製
作
御
引
受
ケ
候
由
ニ
テ

其
上
ヘ
技
術
並
ニ
期
日
等
ニ
於
テ
責
任
重
大
ナ
ル

仕
事
ヲ
全
フ
ス
ル
コ
ト
困
難
ノ
事
情
ア
リ
ト
テ
拝

辞
致
来
候
就
テ
ハ
甚
タ
不
都
合
ノ
次
第
ニ
テ
申

兼
候
ヘ
共
本
人
製
作
人
ヲ
戸
嶌
光
孚
ニ
御
変

更
願
上
度
候
何
卒
特
別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
御
聴

許
被
成
下
候
様
此
段
御
願
奉
申
上
候　

但
し
光
孚

ト
秋
悦
ト
ハ
技
術
同
等
ニ
御
座
候

大
正
六
年
四
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
市
高
辻
通
柳
馬
場
西
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
上
治
三
郎　

表１『予備品録』中　戸嶌光孚制作と推定される作品一覧
『漆工沿革概要及蒔絵堂建立趣意』

中の名称 『予備品録』中の名称 年度 文書番号 受注先 制作者 価格 下賜年度『予備品録』にあ
らわれる下賜先

山路菊手箱 御紋付金地山路菊蒔絵手箱 大正二年 第一三号 京都奨美会雨
森菊太郎 460円

藤手箱 御紋付蒔絵手箱　藤ノ図 大正四年 第一六号 西村彦兵衛 500円 大正四年
西国特命全権公使
ドン・ラミロ・ヒ
ル・テ・ウリバリ

葛手箱 御紋付蒔絵手箱　葛萩女郎花
ノ図 大正四年 第一四号 三上治三郎 400円 大正四年渡辺宮内大臣

老松楓手箱（二個） 御紋付老松ニ紅葉ノ図蒔絵手
箱 大正四年 第五六号 三上治三郎 500円

竜胆手箱 御紋付竜胆蒔絵手箱 大正三年 第一八号 三上治三郎 500円

大正六年米国特命全権大使
妻ガスリ

童舞手箱 御紋付蒔絵手箱　童舞図 大正四年 第一五号 京都奨美会雨
森菊太郎 375円

大正三年男爵米田虎雄

桜楓手箱 御紋付金地桜楓御料紙硯箱 大正四年 第六〇号 三上治三郎 1500円

躑躅手箱 御紋付躑躅蒔絵手箱 大正三年 第七号 西村彦兵衛 450円 大正三年内匠寮御用掛
五十嵐秀助

老松楓文文台硯（此時ヨリ始
メテ入銘スル事ヲ許サル）

御紋付金地老松ニ紅葉図蒔
絵文台硯箱 大正六年 第五号 三上治三郎 製作者戸嶌光孚 1500円

水仙手箱 御紋付金地水仙蒔絵手箱 大正六年 第二〇号 西村彦兵衛 製作者戸嶌光孚 470円 大正七年特命全権大使
林権助

桜手箱（二個） 御紋付桜蒔絵手箱 大正二年 第八号 三上治三郎 480円 大正三年片岡直温
菊紋章散手箱 梨地御紋散手箱 大正六年 第一五号 西村彦兵衛 400円

四季花料紙硯 御紋付金地四季草花蒔絵手箱
草花蒔絵料紙文庫硯箱 大正六年 第五号 三上治三郎 製作者迎田秋悦

→戸嶌光孚 2000円

岩浪文台硯 御紋付荒磯蒔絵文台硯箱 大正七年 第五号 三上治三郎 蒔絵製作者戸嶌
光孚 1485円

四季草花手箱 御紋付金地四季草花蒔絵手箱 大正七年 第八号 西村彦兵衛 製作者戸嶌光孚 650円

保津川手箱 御紋付山水蒔絵手箱（保津川
ノ図） 大正七年 第六号 三上治三郎 製作者戸嶌光孚 850円

保津川文台硯（製作中） 御紋章付保津川之図蒔絵文台
硯箱 大正八年 七号 三上治三郎 蒔絵製作者戸嶌

光孚 2300円
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宮
内
省
調
度
寮　

御
中

【
史
料
四
】
に
よ
れ
ば
、
迎
田
秋
悦
の
仕
事
が
重
な
っ
た
た
め
、
制
作
者
を
戸
嶌
光

孚
に
変
更
し
た
い
と
願
い
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
迎
田
秋
悦
と
戸
嶌
光
孚
の

技
術
は
同
等
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

調
度
寮
は
こ
の
変
更
を
聞
き
入
れ
、
制
作
人
を
戸
嶌
光
孚
に
変
更
し
、
三
上
治
三
郎
と

契
約
書
を
結
び
直
し
た
。

し
か
し
、
戸
嶌
光
孚
も
納
入
期
限
に
間
に
合
わ
ず
、
そ
の
後
、「
延
期
御
願
」
を
提

出
し
て
い
る
。
理
由
は
「
金
塊
不
足
、金
粉
品
切
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

再
び
の
「
延
期
御
願
」
が
出
さ
れ
た
。
今
度
の
理
由
は
「
戸
嶌
光
孚
儀
少
々
病
気
ニ
テ

仕
事
捗
ラ
リ
」
で
あ
る
。
結
局
大
正
六
年
一
二
月
二
〇
日
ま
で
の
再
度
の
延
期
を
申
し

出
、
よ
う
や
く
一
二
月
一
日
に
「
御
紋
付
金
地
四
季
草
花
絵
料
紙
文
庫
硯
箱
」
を
納
品

し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
変
更
願
を
機
に
『
予
備
品
録
』
に
表
れ
る
蒔
絵
制
作
人
は
、
京
都
で

は
戸
嶌
光
孚
、
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

前
稿
で
小
松
氏
は
西
村
彦
兵
衛
と
戸
嶌
光
孚
に
つ
い
て
、「
密
接
な
関
わ
り
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
力
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
作
品
を
制

作
し
て
い
く
上
で
、両
者
の
間
に
隔
意
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
の
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

ま
た
「
工
房
の
主
宰
者
と
作
家
（
職
人
）
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
象
彦
と
戸
嶌
光
孚
の

場
合
に
限
ら
ず
、
美
術
業
界
に
と
っ
て
重
要
な
テ
ー
マ
」
で
あ
る
が
不
明
な
部
分
が
多

く
、
今
後
究
明
を
進
め
て
く
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

今
回
の
調
査
に
よ
り
、
こ
の
課
題
に
対
し
、
以
下
の
よ
う
な
推
論
を
た
て
る
こ
と
が

出
来
た
の
で
は
な
い
か
。

戸
嶌
光
孚
は
一
時
期
象
彦
が
運
営
す
る
美
術
蒔
絵
学
校
の
校
長
を
務
め
る
な
ど
、
西

村
彦
兵
衛
（
象
彦
）
と
関
係
が
深
か
っ
た
が
、
西
村
彦
兵
衛
の
み
の
仕
事
を
請
け
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
京
都
漆
工
業
界
全
体
か
ら
仕
事
を
依
頼
さ
れ
制
作
を
し
て
い
た
。

宮
内
省
よ
り
の
発
注
は
西
村
彦
兵
衛
、
三
上
治
三
郎
、
京
都
奨
美
会
雨
森
菊
太
郎
な

ど
京
都
漆
工
業
界
全
体
に
対
し
て
、
偏
り
な
く
さ
れ
て
い
る
が
、
西
村
彦
兵
衛
、
三
上

治
三
郎
が
「
蒔
絵
制
作
者
」
と
し
て
名
を
上
げ
て
依
頼
し
て
い
る
の
は
、
戸
嶌
光
孚
と

迎
田
秋
悦
で
あ
る）
20
（

。
そ
し
て
、【
史
料
四
】
で
見
た
よ
う
に
、
戸
嶌
光
孚
は
、
迎
田
秋

悦
が
出
来
な
か
っ
た
作
品
制
作
を
代
わ
っ
て
務
め
た
。
こ
の
こ
と
は
『
京
都
漆
器
同
業

組
合
員
名
簿
』「
蒔
絵
師
之
部
」
で
戸
嶌
光
孚
が
筆
頭
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

【
表
１
】
中
の
戸
嶌
光
孚
へ
の
発
注
元
を
見
て
み
る
と
、
三
上
治
三
郎
一
〇
回
、
西

村
彦
兵
衛
五
回
、
雨
森
菊
太
郎
二
回
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
表
で
見
る
限
り
は
、
戸
嶌

光
孚
へ
の
制
作
依
頼
回
数
は
、
三
上
治
三
郎
の
方
が
断
然
多
く
、
西
村
彦
兵
衛
の
二
倍

と
な
っ
て
い
る
。

戸
嶌
光
孚
に
と
っ
て
の
依
頼
主
は
、
お
そ
ら
く
、
唯
一
、
皇
室
（
宮
内
省
）
で
あ
っ

た
。
ゆ
え
に
中
間
依
頼
主
の
三
上
治
三
郎
や
西
村
彦
兵
衛
な
ど
を
、
特
記
す
る
必
要
を

認
め
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
戸
嶌
光
孚
自
身
執
筆
の
『
漆
工
沿
革
概
要
及
蒔
絵
堂

建
立
趣
意
』
に
西
村
彦
兵
衛
（
象
彦
）
と
の
関
係
性
が
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

小
松
氏
は
西
村
彦
兵
衛
と
の
関
係
性
を
「
隔
意
」
と
記
し
た
が
、
西
村
彦
兵
衛
だ
け
で

な
く
、
三
上
治
三
郎
や
雨
森
菊
太
郎
に
つ
い
て
も
、
同
書
に
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
の

で
あ
る
。

『
予
備
品
録
』
中
に
は
他
の
工
芸
品
の
発
注
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
御
紋

付
銀
花
瓶　

楼
閣
山
水
ノ
図
彫
」
の
発
注
先
は
「
海
野
勝
珉）
21
（

」、「
御
紋
付
七
宝
花
瓶　

檜
ニ
鳩
ノ
図
」
は
「
濤
川
惣
助）
22
（

」
な
ど
と
、作
家
に
直
接
発
注
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
戸
嶌
光
孚
の
場
合
は
、
必
ず
三
上
治
三
郎
や
西
村
彦
兵
衛
を
通
じ
て
の
発
注

と
な
る
。
工
房
の
主
催
者
と
は
な
り
え
な
い
漆
工
作
家
の
地
位
が
こ
こ
に
表
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
今
号
掲
載
の
小
松
大
秀
「
続
・
松
楓
蒔
絵
文
台
硯
箱
と
戸
嶌
光
孚
」
中
に
お

い
て
、小
松
氏
が
調
査
し
た
戸
嶌
光
孚
「
桜
樹
蒔
絵
手
箱
」（
泉
屋
博
古
館
蔵
）
は
、『
予

備
品
録
』
中
に
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
作
品
が
、
大
正
一
〇
年
住
友
友
純
の
社
長

就
任
の
際
に
下
賜
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
発
注
は
そ
れ
以
前
と
な
る
。
し
か
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し
、註
８
に
記
し
た
通
り
、『
予
備
品
録
』は
大
正
八
年
ま
で
し
か
残
存
し
な
い
。そ
し
て
、

現
存
す
る
大
正
八
年
ま
で
の
『
予
備
品
録
』
に
該
当
す
る
記
載
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

こ
の
作
品
の
制
作
年
代
は
大
正
一
〇
年
下
賜
品
で
あ
る
な
ら
ば
、
大
正
九
年
か
一
〇
年

初
頭
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

今
回
の
論
考
は
、
松
楓
蒔
絵
文
台
硯
箱
の
発
注
に
関
わ
る
史
料
が
、
宮
内
公
文
書
館

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
た
と
こ
ろ
に
端
を
発
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
特

定
歴
史
公
文
書
等
利
用
請
求
書
」
で
申
請
し
、
審
査
を
経
て
、
閲
覧
を
許
さ
れ
た
史
料

全
編
を
つ
ぶ
さ
に
調
査
・
分
析
す
る
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
ま
で
の

記
述
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
『
予
備
品
録
』
は
、
皇
室
下
賜
の
工
芸
品
を
考
察
す
る
上

で
は
、
第
一
級
の
史
料
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
今
後
も
同
史
料
の
調
査
を

継
続
し
、
大
正
期
皇
室
発
注
の
工
芸
品
制
作
の
一
端
で
も
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
長
野
村
肇
氏
と
す

る
同
館
の
方
々
、
株
式
会
社
象
彦
西
村
毅
氏
、
学
習
院
大
学
文
学
部
助
教
田
中
潤
氏
、

学
習
院
大
学
史
料
館
客
員
研
究
員
岩
壁
義
光
氏
、
同
小
松
大
秀
氏
に
ご
助
力
・
御
教
示

を
賜
っ
た
。
特
に
小
松
氏
に
は
工
芸
品
制
作
過
程
に
つ
い
て
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
こ

こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

註（
１
）
小
松
大
秀
「
松
楓
蒔
絵
文
台
硯
箱
と
戸
嶌
光
孚
」（『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要

一
八
号
』二
〇
一
二
）松
楓
蒔
絵
文
台
硯
箱
は
山
階
鳥
類
研
究
所
よ
り
の
寄
託
品
。

（
２
）
戸
嶌
光
孚
は
史
料
上
で
は
戸
島
光
孚
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
が
、
戸
嶌

光
孚
の
経
歴
や
業
績
に
つ
い
て
詳
し
く
調
査
さ
れ
た
、
洲
鎌
佐
智
子
「
近
代
京

都
の
蒔
絵
師　

戸
嶌
光
孚
に
つ
い
て
」（
京
都
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
『
朱
雀
』

第
九
集　

一
九
九
七
）
に
基
づ
き
、
戸
嶌
光
孚
と
統
一
記
載
す
る
。

（
３
）
宮
内
公
文
書
館
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
に
つ
い
て
は
岩
壁
義
光
「
旧
幕
臣
系

男
爵
の
授
爵
に
つ
い
て
―
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
「
授
爵
録
」
の
分
析
を
通
じ
て

（『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
一
八
号
』
二
〇
一
二
）、
宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

詳
し
い
。

（
４
）『
皇
親
録
二　

大
正
九
年　

総
務
課
』
識
別
番
号　

68824

 

な
お
史
料
中
の
※
印
は
予
備
情
報
と
し
て
筆
者
が
追
加
し
た
。
ま
た
改
行
は
史

料
通
り
と
し
た
。
以
下
同
。

（
５
）『
贈
賜
品
録
一　

大
正
九
年　

調
度
寮
』
識
別
番
号　

69596

（
６
）
座
金
を
付
け
る
こ
と
で
、所
蔵
す
る
家
あ
る
い
は
中
の
道
具
の
格
式
を
表
現
す
る
。

（
７
）
内
蔵
寮
用
度
課
は
物
品
の
購
入
、
保
管
、
出
納
に
あ
た
る
。

（
８
）
現
存
す
る
の
は
、
明
治
九
年
か
ら
大
正
八
年
ま
で
と
昭
和
三
年
か
ら
昭
和
二
二

年
で
あ
る
。
調
度
寮
自
体
が
明
治
四
一
年
か
ら
大
正
一
〇
年
ま
で
し
か
存
続
し

て
い
な
か
っ
た
の
に
、
な
ぜ
調
度
寮
作
成
文
書
が
明
治
二
年
か
ら
昭
和
二
二
年

ま
で
の
文
書
が
存
在
す
る
の
か
。
お
そ
ら
く
宮
内
省
の
統
一
的
な
公
文
書
管
理

を
定
め
た
「
公
文
書
類
編
纂
保
管
規
程
」
が
明
治
四
四
年
制
定
で
あ
る
た
め
、

そ
の
時
に
存
在
し
て
い
た
部
局
名
が
そ
の
後
も
使
用
さ
れ
続
け
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

（
９
）
株
式
会
社
象
彦
社
長
西
村
毅
氏
よ
り
こ
の
小
冊
子
を
ご
教
示
い
た
だ
き
、
画
像

の
提
供
を
受
け
た
。

（
10
）『
大
正
六
年　

予
備
品
録
１　

調
度
寮
』
識
別
番
号936

／
１　

（
11
）『
大
正
二
年　

予
備
品
録　
　

調
度
寮
』
識
別
番
号932

 

『
大
正
三
年　

予
備
品
録
１　

調
度
寮
』
識
別
番
号933

／
１　

 

『
大
正
四
年　

予
備
品
録
１　

調
度
寮
』
識
別
番
号934

／
１　

 

『
大
正
六
年　

予
備
品
録
１　

調
度
寮
』
識
別
番
号936

／
１　

 

『
大
正
七
年　

予
備
品
録
１　

調
度
寮
』
識
別
番
号937

／
１　

 

『
大
正
八
年　

予
備
品
録　
　

調
度
寮
』
識
別
番
号938　

（
12
）「
大
正
六
年 

起
案
第
二
〇
号　

御
紋
付
金
地
水
仙
蒔
絵
手
箱　

西
村
彦
兵
衛　

制
作
者
戸
嶌
光
孚　

四
七
〇
円
」
と
同
案
件
で
発
注
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）「
大
正
八
年　

起
案
第
七
号　

御
紋
章
付
保
津
川
之
図
蒔
絵
文
台
硯
箱　

三
上
治

三
郎　

蒔
絵
制
作
者
戸
嶌
光
孚
二
三
〇
〇
円
」
と
同
案
件
で
発
注
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）
迎
田
秋
悦
。
明
治

－

昭
和
時
代
前
期
の
漆
芸
家
。
明
治
一
四
年
生
ま
れ
。
生
地
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の
大
阪
か
ら
京
都
に
う
つ
り
、
浅
井
忠
の
指
導
を
う
け
る
。
明
治
三
九
年
図
案

研
究
の
団
体
京
漆
園
を
結
成
。
蒔
絵
作
家
と
し
て
知
ら
れ
た
。
帝
展
工
芸
部
の

設
置
に
つ
と
め
、
の
ち
帝
展
審
査
員
。
作
品
集
に
「
京
蒔
絵
文
様
集
」。（『
講
談

社
日
本
人
名
大
辞
典
』
講
談
社　

二
〇
〇
一
）

 
船
橋
舟
珉
。近
代
の
蒔
絵
師
。生
没
年
不
詳
。東
京
に
生
ま
れ
る
。本
名
は
岩
次
郎
。

蒔
絵
師
植
松
抱
民
に
学
び
、
同
じ
抱
民
門
下
の
保
井
抱
中
と
と
も
に
活
躍
し
た
。

明
治
一
〇
年
に
抱
民
と
と
と
も
に
精
工
社
の
職
人
に
な
る
。
明
治
一
四
年
か
ら

の
内
国
勧
業
博
覧
会
、
明
治
三
三
パ
リ
万
国
博
覧
会
、
明
治
三
七
年
セ
ン
ト
ル

イ
ス
万
国
博
覧
会
、
漆
工
競
技
会
な
ど
に
出
品
し
、
受
賞
す
る
。（『
漆
工
辞
典
』

漆
工
史
学
会
編　

角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一
二
）

（
15
）『
予
備
品
録
』
全
体
で
は
東
京
の
林
九
兵
衛
が
一
番
多
く
表
れ
る
。
林
九
兵
衛
は

「
木
屋
」
刃
物
店
に
か
つ
て
あ
っ
た
漆
部
門
で
あ
る
。

（
16
）『
漆
工
辞
典
』（
漆
工
史
学
会
編　

角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一
二
）

（
17
）
象
彦
に
つ
い
て
の
説
明
は
註
１
に
詳
し
い
。

（
18
）
株
式
会
社
象
彦
社
長
西
村
毅
氏
よ
り
こ
の
小
冊
子
を
ご
教
示
い
た
だ
き
、
画
像

の
提
供
を
受
け
た
。

（
19
）『
講
談
社
日
本
人
名
大
辞
典
』（
講
談
社　

二
〇
〇
一
）

（
20
）
大
正
六
年
起
案
第
二
三
号
で
御
紋
散
梨
子
地
手
箱
が
雨
森
菊
太
郎
に
発
注
さ
れ

た
際
に
江
馬
長
閑
を
制
作
者
と
し
て
い
る
。

（
21
）
明
治
時
代
の
彫
金
家
。
天
保
一
五
年
生
ま
れ
。
初
代
萩
谷
勝
平
、
伯
父
の
初
代

海
野
美
盛
に
彫
金
を
ま
な
ぶ
。
明
治
一
〇
年
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
出
品

し
受
賞
。
東
京
美
術
学
校
（
現
東
京
芸
大
）
の
雇
員
と
な
り
、加
納
夏
雄
に
師
事
。

二
七
年
同
校
教
授
。
二
九
年
帝
室
技
芸
員
。
色
彩
感
の
あ
る
象
嵌
と
片
切
り
彫

り
を
得
意
と
し
た
。（『
講
談
社
日
本
人
名
大
辞
典
』
講
談
社　

二
〇
〇
一
）

（
22
）明
治
時
代
の
七
宝
作
家
。
号
魁
香
。
弘
化
四
年（
一
八
四
七
）東
下
総
鶴
巻
村（
千

葉
県
海
上
郡
海
上
町
）
の
農
家
に
生
ま
れ
る
。
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
七
宝

器
の
海
外
輸
出
を
図
り
、
ア
ー
レ
ン
ス
商
会
の
七
宝
工
場
を
譲
り
受
け
る
。
同

十
三
年
ご
ろ
、
七
宝
の
劃
線
を
省
く
無
線
七
宝
の
技
法
を
発
明
、
そ
の
絵
画
的

表
現
に
よ
っ
て
、
同
二
十
二
年
の
パ
リ
大
博
覧
会
、
同
二
十
三
年
第
三
回
内
国

勧
業
博
覧
会
な
ど
で
受
賞
。
同
二
十
九
年
、
京
都
の
並
河
靖
之
と
と
も
に
帝
室

技
芸
員
に
任
命
さ
れ
た
。
同
四
十
三
年
二
月
九
日
没
。
六
十
四
歳
。
代
表
作
と

し
て
「
七
宝
小
禽
図
盆
」（
東
京
芸
術
大
学
蔵
）、「
七
宝
花
盛
器
」（
宮
内
庁
蔵
）

が
あ
る
。（『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
七
八
）




